
令和６年９月
福島県双葉町

双葉町の復興状況について

溝口航(MIZOGUCHIWataru)
スタンプ



双葉駅西側地区住宅

○災害公営住宅30戸、再生賃貸住宅56戸を整備予定
○令和4年10月から一部入居開始、令和6年6月全86戸完成。
○入居者同士のコミュニケーションを育む軒下空間や集会所などを整備

駅西住宅外観 暮らしを感じる路地 軒下空間

大屋根下の軒下 土間玄関 集会所
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調節池

双葉水処理
センター
R4.6.1開始

東日本大災・原
子力災害伝承
館
R2.9.20開館

双葉町産業交流
センター
R2.10.1開所

㈱アルメ
ディオ
（製造業）

浅野撚糸㈱
（製造業）

JFEエンジニア
リング㈱
（中間貯蔵施設
関係）

新日鉄エン
ジニアリン
JV
（中間貯蔵施設
関係）

双葉中
央
アスコ
ン
（製造
業）

日建リース
工業㈱
（物品賃貸
業）

㈱アルム
システム
（宿泊施設）

㈱ワールド
リンクカン
パニー
（産業機械器
具卸売業）

フレック
スジャパ
ン㈱
（製造業）

㈱カナモト
（物品賃貸
業）

㈱伊藤工
務店
（建設業）

㈱双新電子
（製造業）

㈱中里工務店
（建設業）

㈱エナジー
（建設業）

㈱丸井
（建設業）

勝山工業㈱
（建設業）

㈱ユタカ
建設
（建設業）

東北アク
セス㈱
（旅客運
送業）

P P

P

双葉グ
リーン土
木㈱
（造園工
事業）

アイワ
ビル
ド㈱
（建設
業）

なりわいづくり～中野地区復興産業拠点における企業立地・事業再開推進
～

○ 旧避難指示解除準備区域である中野地区において、町のあらたな「働く拠点」を整備 （中野地区復興産業拠点）。約50ha  
○ 2024年９月１日現在23件の立地が決定。19件が操業を開始。
○ 被災を伝承し、復興を祈念するエリアとして、アーカイブ拠点施設「東日本大震災・原子力災害伝承館」や復興祈念公園が整備。これ
らを拠点に、復興ツーリズムを育成し、町への人の流れを生み出す地域として位置づけ。
※2020年3月4日に避難指示解除

至 常磐双葉IC 6㎞

至 JR双葉駅 2㎞

ビジネスホテル
アルムふたば

双葉中央
アスコン

浅野撚糸㈱双葉工場

復興シンボル軸
（福島県整備）

1.5ha
Ｒ6年末造
成
完了予定

1.9ha
Ｒ5年末造成
完了予定

3.4ha
Ｒ6年度
末造成
完了予定

1.7ha
Ｒ6年末
造成
完了予定

1.8ha
Ｒ6年末
造成
完了予定

0.5ha
造成完了
立地可能

双葉
変電所

なりわいづくり～中野地区復興産業拠点における企業立地・事業再開推進～

大和ライフネクストホテル
(イメージパース)

アルメディオ双葉工場

大和ライフネクスト
株式会社
（宿泊業）

東日本
ロハス㈱
（製造業）

㈱エイブ
ル
（製造業）
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JR双葉駅周辺のうごき

○震災前、町の賑わいの中心だったJR双葉駅周辺の再生を早期に行う。

診療所
【令和５年２月開所】

駅西住宅
【令和６年６月に全ての
公営住宅が入居開始】

駅西地区福祉交流施設
◍令和６年度を基本計画
◍令和８年度を供用開始予定

双葉町役場仮設庁舎
【令和4年８月 開庁】

郵便局
【令和６年３月 再開】

飲食店
◍令和７年度ｵｰﾌﾟﾝ予定

流通小売店
◍令和７年度ｵｰﾌﾟﾝ予定

旧三宮堂田中医院
（改修）
◍令和6年度改修予定

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設(改修)
◍令和８年度供用予定

コミュニティセンター
(改修)

凡例
町道長塚・新山線

消防第２分団屯所
【令和５年８月完成】

駅東地区内において
現在整備中の事業ＪＲ双葉駅周辺において整備済み、または整備中の事業（『復興まちづくり計画（第三次）』から加工）
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双葉町の現状について ４

〇 双葉町は、11年５か月という長きにわたり全町避難を余儀なくされ、町民の帰還率等が非常に

低い状況。あわせて、商工業や農業等においても同様に低い傾向。

〇 他の被災自治体と比べて大変厳しい状況におかれ、復興のステージが大きく異なっている。

現状

＜人口＞

震災前の居住人口

7,140人（2,611世帯）

現在の町内の居住人口

１42人（１１０世帯）

→震災前の約２％

＜商工業＞

震災前の商工会登録数

１７９事業者（201１年３月）

現在の商工会登録数（町内限り）

３７事業者（２０２４年８月時点）

→震災前の約２１％

＜農業＞

震災前の農地面積

723ha（201０）

営農再開面積

4ha（２０２３年度実績）

→震災前の約0.6％

〇 町民の帰還、移住の促進に向け、引き続き、中長期にわたる継続的な取組に加え、復興の進捗に

伴って生じる新たな課題やニーズに機動的に対応していく必要がある。

＜居住可能エリア＞

町内の１５％

→町内の85%は帰還困難区域

（R2：４％（避難指示解除準備区域・JR双葉駅周辺）

R4：１１％（特定復興再生拠点区域））

＜教育環境＞

現在はいわき市で仮設の学校を運営

→町内の幼稚園、小中学校は未再開



双葉町が抱える課題と必要な取組について ５

〇 双葉町は、今後本格的な復興・再生に向けた取組を加速させていく段階。第２期復興・創生期間

以降においても、ハード・ソフト両面で復興財源を確保する必要。

〇 その際、先行して避難指示が解除された自治体と比べて、制度面や財政面において時間の経過

により差が生じることがないよう、十分かつきめ細かい支援が必要。

〇 あわせて、長期的な復興業務を下支えする、土木・建築系の技術職員、保健師などの専門職員が
不足していることから、これらの職員派遣制度を継続する必要。

復興のステージに合わせた支援

生活環境の整備

⚫ 帰還者向けの住まいの確保、民間事業者の参入促進等による多様なニーズに応じた住まいの確保

⚫ 町内における幼稚園・小中学校の整備、F－REIと連携した教育環境等の整備

⚫ 空き家・空き地の取引の活性化に向けた施策の構築、人口が戻っていない現状を踏まえた雑草対策

⚫ 移住定住促進のための情報発信 等

産業の振興

⚫ 商業施設等の整備・再開、新規進出に向けた支援（自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金の継続的措置等）

⚫ 商工会館建設の支援（中小企業組合施設等復旧費補助金の再開等）

⚫ 水路等の農業基盤の整備、営農再開、新規就農の支援等担い手の確保・育成

⚫ アクティビティエリアの整備等観光資源の磨き上げによる交流人口の拡大、公共交通等のアクセスの充実 等

帰還困難区域の復興・再生

⚫ 特定帰還居住区域における速やかな除染・家屋解体、上水道等のインフラ整備

⚫ 帰還困難区域全域での避難指示解除に向けた国との継続協議

⚫ 国における帰還意向のない土地・家屋、農地の利活用に対する方向性の明示 等



双葉町住宅状況 6

えきにし住宅入居状況

町内のアパート入居状況

〇 双葉町における居住の受け皿は圧倒的に不足している状況。新たな住まいの確保が喫緊の課題

となっている。


